
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 JR舞子駅前エスカレーター整備 

 契 約 業 者 名 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 関西支社 

 随意契約の理由 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

 本業務はJR舞子駅前に設置しているエスカレーターの機器の保全を図り、利用者の 

安全を確保するために整備を行う。 

本業務の取替部品は当該機器の主要な構成部品で、他の昇降機メーカーのエスカレータ

ーとは個々の部品構成が異なるために互換性がなく、整備にあたっては、制御や構造に関

する詳細な情報が社外秘とされていることから、各部位の調整値などを適正に管理し、機

器全体の性能及び品質を保証するのは他メーカーでは不可能である。 

また、他メーカーが整備を行った場合、責任の所在が不明確になることから、それ以降 

メーカーから当該機器に対する機能保障が得られなくなる。 

以上により、今後長期に渡って故障のリスクを回避する安全で確実な整備は、当該業者 

しかできない。 

よって、特命随意契約を締結するものである。 

担当部署 

（問合せ先） 

 

建設局道路工務課 （電話番号３２２－５８６４） 

 


